
植草学園大学図書館利用細則 

 

制  定 平成２０年７月３０日 

最近改正 平成２６年９月１０日 

 

（目的） 

第１条 この細則は，植草学園大学図書館規程第８条の規定に基づき，植草学園大学図書館（以

下「図書館」という。）の利用に関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

（利用の範囲） 

第２条 図書館の利用は，次のとおりとする。 

一 閲覧 

二 貸出 

三 参考調査 

四 文献複写 

五 図書館間相互貸借 

六 館内の施設・設備等 

（利用者の範囲） 

第３条 図書館を利用できる者は，次のとおりとする。 

一 植草学園の職員 

二 植草学園が設置する学校の学生、生徒等 

三 植草学園の役員及び評議員 

四 植草学園の元職員 

五 植草学園が設置する学校の卒業生等 

六 公開講座等の受講者 

七 図書館長が特に許可した者 

（休館日）   

第４条 図書館の休館日は，次のとおりとする。ただし，必要がある場合は，臨時に休館するこ

とができる。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７３号）に規定する休日 

三 休業期間（春期休業，夏期休業，冬期休業及び臨時休業の期間をいう。以下同じ。）の土曜

日 

四 夏期及び年末年始の業務休業期間 

五 学園創立記念日（１１月１３日） 

（開館時間） 

第５条 図書館の開館時間は，次のとおりとする。ただし，必要がある場合は，変更することが

できる。 

一 学年暦による授業期間における開館時間 

平 日 ９時から２1時まで 

土曜日 ９時から１５時まで 



二 休業期間における開館時間 

平 日 ９時から１７時まで 

（図書館資料） 

第６条 この細則において「図書館資料」とは，図書館が所蔵する次に掲げるものをいう。 

一 一般図書 

二 参考図書（辞書,事典類） 

三 雑誌,新聞等の逐次刊行物 

四 映像・音響資料 

五 電子的資料 

六 その他の資料 

（図書館施設・設備） 

第７条 この細則において「図書館施設・設備」とは，図書館内において利用者に提供するため

に設置された次に掲げるものをいう。 

一 情報交流ラウンジ 

二 閲覧室 

三 ラーニングコモンズ 

四 研究個室 

五 映像・音響資料閲覧ブース 

六 学習用パソコン 

七 パソコン用プリンタ 

八 文献複写用コピー機 

九 その他の施設・設備 

２ 図書館施設・設備の利用に必要な事項は，別に定める。 

（閲覧） 

第８条 利用者は，図書館資料を閲覧することができる。 

２ 利用者は，図書館資料のうち電子的資料は，許可された条件でネットワークを介して自ら検

索し，閲覧することができる。 

３ 利用者は，図書館資料を丁寧に扱い，配列等を乱す行為をしてはならない。 

（貸出） 

第９条 利用者は，図書館資料の貸出を希望するときは，職員証，学生証又は図書館利用証を添

えて係員に提示し，貸出を受けなければならない。 

２ 貸出の期間及び冊数は，次のとおりとする。 

一 植草学園の職員，植草学園の役員・評議員及び植草学園の元職員 

１月以内  １０冊まで 

二 植草学園が設置する学校の学生等 

２週間以内 １０冊まで 

三 植草学園が設置する学校の卒業生等 

１月以内   ５冊まで 

四 植草学園が設置する学校の生徒，公開講座の受講者及び図書館長が特に許可した者 

２週間以内  ３冊まで 



３ 図書館長は，特に必要と認めた場合は，前項の期間及び冊数を変更することができる。 

（長期利用） 

第１０条 職員は，研究費等により購入した図書館資料を，教育，研究上長期に継続して利用す

る必要がある場合に限り，所定の手続きにより特別に長期利用することができる。 

２ 前項の規定により利用している図書館資料について，別に利用の申し出があった場合は，当

該職員の教育，研究上支障がない限り，応じるものとする。 

３ その他長期利用に関し必要な事項は，別に定める。 

（返却） 

第１１条 利用者は，貸出した図書館資料を期限内に必ず返却しなければならない。 

２ 図書館長は，利用者が期限までに返却しなかった場合は，延滞日数だけ館外貸出を停止する

ことができる。 

３ 図書館長は，必要と認めたときは，貸出期間中においても，図書館資料の返却を求めること

ができる。 

４ 職員，学生等がその身分を離れ，又は停職，休職，停学若しくは休学となった場合は，ただ

ちに館外貸出図書館資料を返却しなければならない。 

（貸出期間の更新） 

第１２条 利用者は，返却の期限後も引き続き貸出を希望する場合は，当該の図書館資料を持参

し，所定の手続きをしなければならない。 

２ 期間の更新は，１回に限るものとする。ただし，他の利用者から貸出の予約があるときは，

更新することができない。 

（転貸の禁止） 

第１３条 利用者は，館外貸出の図書館資料を他人に転貸してはならない。 

（貸出禁止の資料） 

第１４条 次に掲げる図書館資料は，原則として館外貸出をしない。ただし，図書館長が，教育，

研究上特別に必要があると認めたときはこの限りではない。 

一 映像・音響資料 

二 参考図書 

三 新着の逐次刊行物 

四 その他特に指定した図書館資料 

（参考調査） 

第１５条 利用者は，教育，研究又は学習に必要な場合は，学術情報に関する調査を依頼するこ

とができる。 

（文献複写） 

第１６条 利用者は，自らの教育，研究又は学習の目的のために，著作権法に認められた範囲内

に限り図書館資料の文献複写を依頼することができる。この場合において，文献複写に要する

経費は，依頼者の負担とする。 

（図書館間相互貸借） 

第１７条 利用者は，教育，研究又は学習に必要な資料が他大学図書館等にある場合は，所定の

手続きにより，当該資料の文献複写又は借用を依頼することができる。この場合において，利

用に要する経費は，依頼者の負担とする。 



２ 他大学図書館等から図書館資料の文献複写又は借用の申し込みがあった場合は，利用者の閲

覧，貸出等に支障のない場合にはこれに応ずるものとする。 

（図書館資料の取扱い） 

第１８条 利用者は，図書館資料を丁寧に扱い，忘失又は損傷してはならない。 

（弁償） 

第１９条 利用者は，図書館資料を忘失又は損傷したときは，同一の図書館資料を弁償しなけれ

ばならない。 

（細則等の遵守） 

第２０条 利用者は，図書館の利用にあたっては，この細則及び図書館長ならびに図書館担当者

の指示する事項を守らなければならない。   

２ 図書館長は，利用者が前項の規定に違反したときは，図書館の利用を停止することができる。 

（細則の改廃） 

第２１条 この細則の改廃は，図書館運営委員会の議を経るものとする。 

（雑則） 

第２２条 この細則に定めるもののほか，図書館の利用に関し必要な事項は，図書館長が別に定

める。 

 

附  則（平成２０年７月３０日図書館運営委員会承認） 

この細則は，平成２０年７月３０日から施行し，平成２０年４月１日から適用する。 

 

附  則（平成２１年３月１１日図書館運営委員会承認） 

この細則は，平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２２年２月１０日図書館運営委員会承認） 

この細則は，平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２６年９月１０日図書館運営委員会承認） 

この細則は，平成２６年９月２２日から施行する。 

 


